
 

 

教室の換気をしよう！ ～新型コロナ・インフルエンザ・風邪予防です～ 

 

□ 常時、換気扇：ＯＮ（換気扇がカーテンで覆われないようにする） 

□ 常時、換気扇と対角線上の廊下側天窓：開 （対角線上の２箇所の窓を１０ｃｍ以上、開けると効果的） 

□ 常時、上記天窓付近の廊下窓：開 （雨や雪の日は降り込まない程度に開ける） 

□ 冷暖房使用時、加湿空気清浄機：ＯＮ （空気が乾燥するとウィルスが空気中を漂いやすくなり、口や

鼻に簡単に入り込んでしまう） 

□ 常時、ＣＯ２モニタ－（二酸化炭素濃度測定器）：ＯＮ（基準値：１５００ｐｐｍ以下。オレンジ 

や赤マ－クになった場合は、出入口ドア等を開けて空気を入れ換える） 

□ 授業終了時、授業担当者と協力してその他の窓を広く開ける。 

 

＊寒く感じるときは、各自、ひざ掛け等で温度調節してください。 

 

 インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患による出席停止の届け出について   

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、「出席停止」扱いとなり、欠席になりません。 

つきましては、下記①～③の書類を後日学校へ提出してください。 

                        記               

①出席停止届 

②インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患による欠席報告書   

③インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の罹患がわかる書類 （②の裏面に添付） 

［ ◎検査結果・調剤明細書・薬の説明書・領収書等の写し ◎医療機関名・受診日・患者氏名 

が記載のもの ］ 

 

      ＊学校所定の用紙①②は、保護者による記入押印。用紙は学校にあります。 

          ＊②の代わりに医師による証明書でも可。実費保護者負担。この場合、③は不要。（「診断書」又は学校 

所定の用紙：「学校感染症等証明書」。用紙は学校にあり、本校ホ－ムペ－ジからもダウンロ－ド可。） 

＊基準以上に欠席した場合等、医師の診断書が必要になる場合があります。 

 

【学校保健安全法基準】 ・インフルエンザ → 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

・新型コロナウイルス感染症 → 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

能登川高校 保健室発行 Ｒ７年１１月 

＊「保健便り」は心身の健康の保持増進を目的

として発行しています。 

＊保護者の方にも読んでいただきましょう。 

＊本校ホームページにも掲載しています。 



 


